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熱中症事故の防止について 

 

 

 このことについては、かねてから特段の配慮をお願いしているところですが、

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、初等中等教

育局教育課程課長から別添写しのとおり、依頼がありました。 

 ついては、各学校に配布しています熱中症指数モニターを活用するとともに、

「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 31 年３月改

訂文部科学省）、「『体育活動における熱中症予防』調査研究報告書」（平成 26 年

3 月独立行政法人日本スポーツ振興センター）、「熱中症環境保健マニュアル

2018」（平成 30 年 3 月改訂環境省）及び、環境省の熱中症予防サイトに情報提

供されている暑さ指数等を参考にして、熱中症事故防止に必要な事項の理解の

徹底を図るとともに、「熱中症予防強化月間」についても、その趣旨を踏まえて、

熱中症予防に取り組むよう願います。 

 また、今年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校

生活では飛沫を飛ばさないよう、常時マスクを着用することが望ましいと考え

られます。ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可

能性が高いと判断した場合は、マスクを外すよう対応ください。その際は、換

気や児童生徒等の間に十分な距離を保つなどの配慮をお願いします。具体的な

取扱いは、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル（令和 2年 5月 22 日文部科学省）で示している内容を参照の上、適切に対応

願います。 

 さらに、臨時休業の影響により、児童生徒の学習の遅れを補うため、夏季休

業期間を短縮したり、夏季休業期間中に登校日を設けたりすることが考えられ

ます。別添写し３．夏季における休業日等の取り扱いについて、を参照し、児

童生徒等の健康確保に十分配慮するよう指導願います。 
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